
広報つちうら　№ 1038　18

平成22年７月～９月分

建設工事などの入札結果の公表

落札金額が1000万円（税抜）以上のものにつ

いて３か月ごとに掲載しています。

　　　　  管財課（826-1111　内線2226）

　　　　　 水道課（821-6237）
単位：千円

工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜） 予定価格（税抜） 入札日

大岩田都市下水路施設整備工事 大岩田地内 塚本商事（有） 26,650千円 27,040千円

７月９日

市道神立中央二丁目１号線改良工事 神立中央二丁目地内 東真建設(株) 27,550千円 27,970千円

小岩田処理分区公共下水道（汚水）工事 烏山二丁目地内 (株)久保田土木 17,000千円 17,390千円

市道Ⅱ級４号線改良工事 中貫地内 （株)新日興産 10,600千円 10,920千円

市道新治中504号線外改良工事 藤沢地内 栗原建設(株) 10,000千円 10,190千円

竹の入第一住宅耐震補強工事 西根南三丁目地内 (株)山六工務店 25,300千円 25,900千円

受水槽更新工事 卸町一丁目地内 サンコー（株） 12,750千円 14,510千円

市道Ⅰ級３号線切株撤去及び歩道補修工事 北神立町地内外 茨城県県南造園土木（業）12,400千円 13,060千円

市道真鍋新町５号線改良工事 真鍋新町地内 佐々木建設(株) 33,000千円 37,980千円 ７月26日

都和（中耐）住宅４号棟エレベーター設置工事 都和三丁目地内 (株）山本工務店 54,700千円 57,140千円

８月11日
高津処理分区公共下水道（汚水）工事 上高津地内 (有)渡辺工業所 18,900千円 19,500千円

亀城処理分区公共下水道（汚水）工事 常名地内 (有)並木建設 18,480千円 18,930千円

中村住宅バルコニー手摺（パネル）設置工事 中村東二丁目地内 ヤシマ建設（株） 11,200千円 11,520千円

市道小山崎90号線外改良工事 中都町四丁目地内 日東エンジニアリング(株) 29,600千円 35,050千円

８月26日

新治中学校柔剣道場棟新築建築主体工事 藤沢地内 (株)折本工業 138,000千円 141,990千円

荒川沖第二処理分区公共下水道（汚水）工事 荒川沖地内 (株)山六工務店 19,980千円 20,490千円

大岩田・小岩田処理分区公共下水道（汚水）工事 大岩田地内 (株)久保田土木 18,150千円 18,560千円

神立処理分区公共下水道（汚水）工事 神立東一丁目地内 (株)興立 11,780千円 14,000千円

市道大岩田110号線外改良工事 大岩田地内 (有)村松建設 11,900千円 12,180千円

新治中学校柔剣道場棟新築電気設備工事 藤沢地内 (有)加藤電工 16,950千円 17,470千円

中高津住宅受水槽設備改修工事 中高津二丁目地内 (株)テックワン 17,120千円 23,770千円

上大津東小学校校舎増築工事 沖宿町地内 大和リース(株) 68,800千円 79,710千円
９月６日

地域子育て支援拠点施設整備工事 東真鍋町地内 郡リース(株) 18,900千円 20,470千円

田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事 手野町地内外 佐々木建設(株) 69,200千円 81,610千円

９月14日

西根処理分区公共下水道（汚水）工事 西根南三丁目地内外 ヤシマ建設(株) 52,200千円 62,050千円

市道新治Ⅰ級14号線道路改良工事 大志戸地内外 (株)霞工業 34,750千円 42,060千円

高津処理分区公共下水道（汚水）工事 宍塚地内 日東エンジニアリング(株) 31,500千円 35,030千円

むらづくり総合整備事業高岡根・藤沢農道整備工事（２工区）高岡地内外 (株)霞工業 28,260千円 33,820千円

むらづくり総合整備事業高岡沖・高岡根農道整備工事（１工区）高岡地内 桜橋建設(株) 29,950千円 33,280千円

乙戸沼公園トイレ排水施設整備工事 中村西根地内 (株)山六工務店 23,100千円 23,730千円

土浦市消防団第40分団車庫新築工事 田宮地内 (株)内藤ハウス 10,540千円 12,270千円 ９月22日

土水更工第２号　配水管布設替工事 乙戸南一丁目地内外 東洋プラント工業(株) 35,130千円 40,510千円
８月26日

土水更工第３号　配水管布設替工事 川口二丁目地内 寿々木建設(株) 46,700千円 54,560千円

土水更工第４号　配水管布設替工事 小松三丁目地内 サンコー(株) 25,090千円 29,250千円 ９月14日

平成22年  秋季全国火災予防運動
「消したかな」あなたを守る合言葉

◆４つの対策

●逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設

置する。

●寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐた

めに、防炎製品を使用する。

●火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器

などを設置する。

●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣

近所の協力体制をつくる。

◎市火災予防条例により、住宅用火災警報器を平

成23年５月末までに設置することが義務づけら

れています。
消防本部予防課（821-5967）

11月９日（火）～15日（月）

【住宅防火　いのちを守る７つのポイント】

●寝たばこは、絶対やめる。

●ストーブは、燃

えやすいものか

ら離れた位置で

使用する。

◆３つの習慣

●ガスコンロな

どのそばを離

れるときは、

必ず火を消す。


